
 

「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」開催要綱 

 

 

１． 趣旨 

  特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。）第 18 条に基づき作成される特定

健康診査等基本指針に基づき、平成 20 年度から、保険者において実施してい

る。 

また、高確法第 19 条に基づき、保険者は特定健康診査等実施計画を５年ご

とに、５年を一期として定めることとされているが、平成 30 年度に第三期特

定健康診査等実施計画が開始されることから、健診項目等の見直しを行う必要

がある。 

「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」（以下「本検討会」

という。）では、厚生労働科学研究等により新たに蓄積された、科学的な知見

を踏まえて、特定健診・保健指導の項目や実施方法などの技術的事項について

検討することとする。 

 

２． 検討事項 

（１）特定健康診査・特定保健指導の技術的事項について 

（２）その他特定健康診査・特定保健指導に関連する事項について 

 

３．その他 

（１）本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、健康局長の指名により座長を置き、検討会を統括する。 

（３）本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す

ることができるものとする。 

（４）本検討会は、原則として公開とする。 

（５）本検討会の庶務は、厚生労働省健康局健康課が行う。 

（６）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、健康局

長が別に定める。 
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